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この資料は、東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業、
関連する鉄道付属街路事業及び大山駅の駅前広場整備事業の「事業の
概要並びに用地補償の概要」についての説明資料です。

当初は集会形式にて皆様にご説明させていただき、その場でご意見
・ご質問をいただく予定でしたが、昨今の新型コロナウィルス感染症
の拡大防止の観点から、説明資料を送付させていただき、ご意見・ご
質問を郵便にて頂戴する形とさせていただくことにいたしました。

なお、お寄せいただいたご意見等の主な内容は、個人情報を除き、
東京都建設局や板橋区のホームページで回答するとともに公表する形
とさせていただきます。

＜本資料の構成＞

○本資料は、上半分の「説明会で投影を予定していたスライド」と、

下半分の「説明文」で構成しています。

○補足説明文については、スライドの内容をより分かりやすくお伝え

するために、「口語調」で記述させていただいています。



はじめに、これまでの経緯と工事着手までの流れについてご説明い
たします。

これまで、皆様に計画内容などをご説明させていただき、都市計画
素案説明会、都市計画案及び環境影響評価書案説明会を開催してまい
りました。

令和元年12月には、連続立体交差化をはじめとした計画を都市計画
決定いたしました。

その後、令和2年2月に用地測量等説明会を開催し、令和3年12月に都
市計画事業認可を取得いたしました。

現在は、赤色で示しました用地補償説明の段階となります。本来は
、集会形式にて皆様方に事業の概要や一般的な土地をお譲りいただく
流れ、補償内容などについてご説明し、ご質問に回答させていただく
予定でした。

しかし、昨今の新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、
説明資料を送付させていただき、ご意見・ご質問を郵便にて頂戴する
形とさせていただきます。

また、工事の着手にあたっては、事前に地域の皆様に工事説明会を
開催し、工事の施工方法などについてご説明いたします。
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東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業 及び 関連する
鉄道付属街路事業の事業概要についてご説明いたします。

3



東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業は、大山駅を中
心として約1.6ｋｍの区間について鉄道を高架化し、道路と鉄道を連続
的に立体交差化するものです。

また、良好な住環境の保全や地域の利便性の向上、鉄道の高架化に
伴う日陰の影響など、環境に与える影響を緩和することを目的とした
側道（鉄道付属街路）を併せて整備いたします。
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これらの事業により、補助第２６号線にある東上本線第１６号踏切
などの８か所の踏切が除却され、踏切での交通渋滞の解消、道路と鉄
道それぞれの安全性の向上が図られます。

さらに、鉄道により分断されていた地域が一体化されるとともに、
都市計画道路などの整備を併せて推進することにより、安全で快適な
まちづくりが実現されます。



続いて、施工方法の概要についてご説明いたします。

始めに、大山駅部で予定している施工方法をご説明いたします。

現在の線路の上に、駅部の高架構造物を築造し、現在の下り線から
順次、高架構造物の上に切り替え、立体化が完成します。
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次に、高架橋の一般部で予定している施工方法をご説明いたします。

まず、現在の線路の北側に鉄道付属街路の用地を取得させていただ
き、この用地を活用し仮線を敷設します。

仮線を敷設した後、現在線を順次仮線に切り換え、空いた現在下り
線用地に高架構造物を築造します。
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その後、仮線から順次、高架構造物の上に切り替え、立体化が完成
します。

最後に、仮線を撤去し、用地を取得させていただいた区間に鉄道付
属街路を整備します。

なお、一部工事のため用地を借地させていただく場合があります。
借地させていただいた用地につきましては、地権者の方にお返ししま
す。
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続いて、横断図についてご説明いたします。

一般部の高架構造物は、地上からの高さが約２ｍから１１ｍ、幅が
約１０ｍとなります。

また、高架構造物に沿って、良好な住環境の保全や地域の利便性の
向上、鉄道の高架化に伴う日陰の影響など、環境に与える影響を緩和
することを目的に、鉄道付属街路を整備いたします。幅員は６ｍとな
ります。

大山駅部の高架構造物は、地上からの高さが約１６ｍ、幅が約２０
ｍから２６ｍとなります。



続きまして、大山駅の駅前広場整備事業などについてご説明いたし
ます。
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板橋区では、大山駅周辺の立地特性から、鉄道やバス、タクシーな

どの移動手段が異なる人々が、円滑に移動できるよう、駅前広場の整

備を中心とした交通結節機能の強化を目的とし、赤色で着色した、駅

前広場（板橋区画街路第9号線）を整備します。

また、板橋区では、東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差
事業に併せて、地域の利便性の向上や、まちの賑わい創出に資する道
路整備を目的とし、青色で着色した、側道（鉄道付属街路）も整備し
ます。
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次に駅前広場の施設配置イメージについてご説明いたします。

駅前広場を利用する車両は、補助第26号線からの出入りとし、駅前広場
内はバスなどの車両が、安全に旋回できる規模のロータリーを配置します
。

交通施設としては、バス、タクシー、障がい者用の乗降場などを配置し
ます。

その他、交番や公衆トイレ、地下自転車駐車場の配置などについても、
今後、検討していきます。
補助第26号線の整備 及び 鉄道立体化を見据え、各交通機関への乗り換

え利便性の向上を目的とした駅前広場の整備を行うことで、駅前広場が、
大山駅と補助第26号線をつなぐ役割を果たすなど、大山駅周辺の機能向上
をめざします。

なお、このイメージ図は検討中のものであり、今後、関係者との協議に
より変更する可能性があります。
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続きまして、用地補償の概要についてご説明いたします。
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本説明は、一般的な補償内容の説明となりますので、マンションに
お住まいの方につきましては、今後マンションごとにご説明をさせて
いただきます。あらかじめご了承ください。

それでは最初に、用地をお譲りいただくまでの流れについてご説明
いたします。

「用地補償のあらまし」２ページをご覧ください。

用地をお譲りいただくまでの流れは、概ね

用地測量

用地補償説明会

物件調査

補償額の算定

補償説明

契約の締結

土地の引渡し

となります。

後ほど、この流れについては詳しくご説明いたします。
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次に、補償の内容についてご説明いたします。




